
～保育認定（２号認定及び３号認定）利用者負担額表～ 
在籍児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層 定義 
２号（満３歳以上児） ３号（満３歳未満児） 

標準時間 短時間 標準時間 短時間 

Ａ 生活保護法（平成２５年法律第１４４号）に

よる被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）

による支援給付受給世帯 

  円 

0 

  円 

0 

  円 

0 

  円 

0 

Ｂ Ａ階層を除き、現年

度分市町村民税額

の区分が次の区分

に該当する世帯 

市町村民税非課税世

帯（市町村民税所得割

非課税世帯を含む。） 

  0   0   0   0 

Ｃ１ 所得割課税額 

 5,000円未満 

 7,500  7,300  9,500  9,300 

Ｃ２  5,000円以上 

30,000円未満 

 8,500  8,300 10,500 10,200 

Ｃ３ 30,000円以上 

48,600円未満 

10,100 9,800 11,500 11,200 

Ｃ４ 48,600円以上 

60,000円未満 

13,000 12,700 15,000 14,700 

Ｃ５ 60,000円以上 

76,000円未満 

17,000 16,600 18,900 18,500 

Ｃ６ 76,000円以上 

97,000円未満 

20,500 20,000 22,800 22,300 

Ｃ７ 97,000円以上 

114,000円未満 

24,300 23,800 26,700 26,100 

Ｃ８ 114,000円以上 

130,000円未満 

24,700 24,200 31,500 30,800 

Ｃ９ 130,000円以上 

169,000円未満 

25,200 24,600 35,700 34,900 

Ｃ10  169,000円以上 

225,000円未満 
25,700 25,100 43,900 43,000 

Ｃ11 225,000円以上 

258,000円未満 
25,900 25,300 47,500 46,500 

Ｃ12 258,000円以上 

301,000円未満 
26,100 25,500 49,900 48,900 

Ｃ13 301,000円以上 

330,000円未満 
26,500 25,900 52,200 51,100 

Ｃ14 330,000円以上 

361,000円未満 
26,800 26,200 52,900 51,800 

Ｃ15 361,000円以上 

397,000円未満 
27,000 26,400 53,400 52,300 

Ｃ16 397,000円以上 27,500 26,900 55,000 53,900 

備考 

１ 「２号（満３歳以上児）」とは、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項第２号に該当する児童で

あり、当該年度の４月初日の前日において満３歳以上の児童をいう。 

２ 「３号（満３歳未満児）」とは、子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号に該当する児童であり、当該年度の４月初日の

前日において満３歳に達していない児童をいい、その児童が年度の途中で満３歳に達した場合においても当該年度に限り満３歳

未満児とみなす。 

３ この表において「所得割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。

この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、第５条の

４第６項、第５条の４の 2 第６項、第５条の５第２項、第７条の２第４項及び第５項、第７条の３第２項並びに附則第 45 条の

規定は適用しないものとする。 

４ 「現年度分市町村民税額」は、４月から８月までの利用者負担額については、「前年度分市町村民税額」に読み替える。 

５ 小学校就学前の範囲において、保育所、幼稚園又は認定子ども園等を同時に利用する最年長の児童から順に２人目は上記利用

者負担額の半額、３人目以降については無料とする。 

６ 備考５の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の利用者負担額は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ この表において、Ｃ１階層からＣ４階層（Ｃ４階層においては、所得割課税額が４８,６００円以上５７,７００円未満の世帯

に限る。）に属する世帯のうち、特定被監護者等が２人以上いる世帯（次号に規定する世帯を除く。） 当該特定被監護者等の

うち、支給認定子どもが最年長の特定被監護者等から２人目は上記利用者負担額の半額、３人目以降については無料とする。 

⑵ この表において、Ｃ１階層からＣ６階層（Ｃ６階層においては、所得割課税額が７６,０００円以上７７,１０１円未満の世帯

に限る。）に属する世帯のうち、規則第２２条各号に定める世帯 当該特定被監護者等のうち、最年長の支給認定子どもは上記

利用者負担額の半額（当該支給認定子どもが２号（満３歳以上児）の場合であって当該額が６,０００円を超えるときは６,０００

円、３号（満３歳未満児）の場合であって当該額が９,０００円を超えるときは９,０００円）、２人目以降については無料とする。 


